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内閣府主催「高齢社会フォーラムｉｎ東京」 

７月２９日（火） イイノ・カンファレンス・センター 

基調講演 

「あたたかく助け合う地域社会へ」 

堀田力 さわやか福祉財団会長 

 

ありがとうございます。 

魅力的なガラガラ声を３０分間お楽しみいただきたいと思います。お手元の資料「あた

たかく助け合う地域社会へ」を使わせていただきながら、話をすすめたいと存じます。 

（注：資料は講演のあとに掲載してあります） 

「共生の文化」を提言 

まず申し上げたいことは「共生の文化をつくろう」ということを提言させていただきた

いと思います。 

「共生の文化」というのは、どういうことか。中身に即して簡単にいえば、定年退職をし

て家に籠っている。あるいは外へ出ても、いく場所は居酒屋程度。あるいは家族で旅行は

するけれどもご近所とのつきあいは一切なく、通りで顔をあわせれば目礼するだけ。こう

いう暮らし方は「恥ずかしい」。そういうふうにみんなが感じるような風習、それを「共生

の文化」というふうに呼びたいと思います。 

 せっかく尊い命をさずかり、まだまだできることがいっぱいあるのに、みんなに役立つ

ことを何もしないで、自分あるいは家族だけと生活をしている。それはもったいない、社

会的にもったいないということを小野田（壮）審議官がおっしゃいましたけれど、もった

いないだけでなくて「恥ずかしい」とそう感じるような社会にしていきたい。そういうこ

とであります。 

いままでここまで踏みこんで提言したことはありません。少しずつ近づいた提言は進め

てきておりますけれど、一生懸命ここまで働いて社会に尽くし家庭に尽くししてきて、定

年退職したんだから何をしたって自由ではないか、それが人の生き方ではないか、そうい

う考え方が多数、いまはそういう文化です。 

その中で、だけれども、あなたの人生をより質の高い、生きていてよかったと思えるも

のにして全うするためには、人のためにも、人と交わり人の喜ぶことをしたほうがあなた

自身の人生ももっと良くなるんではありませんか、そういう訴え方をしてきておりました。

それを少しずつ強めて、それが社会的にはそういうことをするのが社会的な自由と考えら

れないでしょうか、というふうにこれまで申しあげてまいりました。それを更にもう一歩

踏み出して、「恥ずかしい」と感じるところまで進めようというのが本日の提言であります。 

「五つの政策」  

その背景になっております社会、国の政策の動きについてざっと確認をしたいと思いま
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す。お手元の資料に五つの項目が上がっております。この資料「あたたかく助け合う地域

社会へ」は、私がお願いして、内閣府の優秀な方が正規のいろんな資料から上手にまとめ

てくれましたものです。 

「要支援高齢者」対策  

ひとつが高齢者、それから子ども、障害者、認知症者、生活困窮者、この五つにかんす

る政策が期せずして、「地域の時代」、地域でこういう方々を支えていこうという方向に動

き出しております。縦割りの政治ですから、政策はばらばらになっておりますが、それが

この時期に、とくに昨年から今年にかけて、いっせいに地域の方向へと動き出している、

あるいはしっかり確認されている、そういう状況であります。 

まず「高齢者」。これは資料２ページ～５ページ（「要支援者に対する予防給付の見直し

と生活支援の充実」）にまとめてあります。ご承知のとおり、介護保険制度から要支援者に

対する通所介護・訪問介護、生活支援を切り離して、これを市町村に移管して市町村の責

任でそれをなるべく地域の助け合いでやっていこう、要支援者の生活支援をしていこう、

そういう方向に大きく転換いたします。ことしの６月に法律がやっと通りまして、これか

ら２年半をかけて、全国の本格実施まで試行をつづけて移していこうという制度でありま

す。資料としては３ページの「地域住民の参加」の右側の「高齢者の社会参加」、これで生

活支援サービスをやっていこう、こういう姿に移っていこうということです。 

「子ども・子育て支援」対策  

それから「子ども・子育て支援」。これも昨年、法律が通っておりますが、ご承知なのが

「認定こども園」です。従来の保育園と幼稚園を合体する方向で進んでいます。資料（７

～９ページ）にあるように重要な柱のひとつは、地域で子育てをしていく、この点はもっ

ともっと政策を強化しないといけない。大きな転換はこれまで戦後の子育てというのは、

親子それから施設、幼稚園・保育園そして学校、この二つが子育ての責任者である、そう

いう体制できております。その二つのほかに、地域の力を加えよう、地域の力を加えて三

者で健全な子どもが育つように力を合わせていこう、こういう方向に進み出している。具

体的には地域に子育て支援拠点を作って「子育て支援コーディネーター」をおいて、図書

館などもひとつの子育て拠点にして、地域の力を加えていこう。こういう方向であります。

実現するために「子ども子育て会議」を各地域に作って、それにできれば地域の方々も加

わってほしい。「地域の力」として積極的に加わってほしい、そう願っております。 

「障害者総合支援」対策  

それから資料１０ページ「障害者総合支援」です。これも昨年、法律が通りまして、そ

れまでの「自立支援法」が「総合支援法」に替わっております。資料の１１ページ「法律

の概要」の中に「共生社会」を実現するという「基本理念」が掲げられています。「法に基

づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するために、社会参加の機会の確保」

とか「共生社会への障害の除去」をみんなでやっていこう、地域でやってこう。地域の「共

助の力」を法律でしっかりと強調しております。その方が障害者にとって幸せであろう、
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普通の生活が送れるからであるとしております。 

「認知症」対策  

さらに進んで資料の１６ページ、「認知症」対策です。これもご承知のように「オレンジ

プラン」ができております。その中に、地域でしっかり支えていこう。資料の１７ページ

に赤字にしてくれていますが、「認知症初期集中支援チーム」の設置、それから下から二つ

目「認知症地域支援推進員」を設けて、保健師さんらと手を組んで地域へつなぐ役割をは

たして地域での事業を充実していこう、こういう政策が打ち出されております。 

「生活困窮者支援」対策 

 最後にもうひとつ、資料２０ページ「生活困窮者」対策。これは介護保険制度ができて

以来の新しい福祉政策で、厚生労働省の村木（厚子）次官も力を尽くされて、国の財政が

厳しくなっていくなかで最後の新しい政策ではないかと言われております。究極の狙いは

ニートの方々、家に引き籠っておられる方々が今どんどん増えております。若くてまだま

だ働けるのに、世の中に出て傷つくのが怖くて、うちに引き籠ってしまっている、あるい

は二―トになってしまっている。厳しい経済、格差社会の中で犠牲になっている。 

こういった方々は親が亡くなってしまうと生活保護にいかざるをえない。それは惜しい。

本人のためにとっても不幸。そうなる前に社会に引き出して、その能力を社会の中で活か

して自活していってほしい。こういう願いを込めた制度であります。これも試行期間の二

年を経て、本格実施になりますけれども、行政だけでやれるはずがない。民生委員がいっ

たって出てこない、親がいったって出てこない、そういった方々を社会に引き出すのは地

域の特別な力。地域におられるいつもいい笑顔しておられて心の内を打ち明けたくなるよ

うな、どんな方でも受け入れる、そういったおばあちゃん。おじいちゃんはあまりいませ

んが。あるいは、もうだれの言うことも、親の言うことも聞かないけど、中学校時代に感

銘を受けたあの先生の言うことだけはちゃんと聞く。その先生はもう引退しておられるけ

れど、地域でお願いしてもう一度働きかけてもらう。そういった地域に潜在している特別

な力を地域が使わないと、そういった方々を救えない。地域に引き出せない。そこを究極

的には狙っている制度であります。今は試行が始まったばかりで、そこまでは行けていな

いのですけれども、そういうところを目指したい。 

このように、この五つの制度が期せずして、昨年から今年にかけて制度化され、試行期

間を経て実施される。それは全部「地域の力」ですね。 

「地域の力」の姿  

「地域の力」はどこにあるのだろう。地域で昼間お出かけになることもあると思います。

バスに乗る。もうほとんどおじいちゃんかおばあちゃんですね。地域の力はそういう姿を

している。地域に常にある力はそういう力です。これが大きな力です。すごい人生の経験

と知恵を積み重ねた素晴らしい人格を形成された、形成途上の方も結構おられますけれど

も、私もそうですけれども、いろんな方の話を聴ける、そういう度量を備えた大きな力、

これを活用したらそれは本人の幸せであり、地域の幸せであり、大きな社会的効果をもた
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らす。具体的にいえば少ない税金で済む。そういう力を活かす、まさにそういう時代が動

き出しています。 

そういう時代背景を踏まえてどうするか。まず住民市民のサイドから言いますと、真っ

先に地縁社会、住んでいる地域の自治会活動・町内活動、これをもっともっと活性化して

地域の助け合いを強化したい。これが「地域の力」を活かす最初の基本的な一歩です。 

ぎょっとされる方も多いかと思います。町内会？自治会？わずらわしい？ ずっとやっ

ているあのおやじは、樋口恵子先生のたまわく「草の根封建おやじ」である。あんなのと

顔も合わせたくない。あるいは交代制、順番制で１年ごとよくて２年ごとに回ってくるく

じ運の悪い人が引き受けていやいややっている。回覧板の持ち回りだけ、回覧板を見たら、

みんなでやることなど書いてない。市・町からの連絡事項だけ。これが今までの町内会・

自治会。これが活性化し始めております。 

「自治会」の活性化 

どうして活性化しているのか。基本にはこんな冷たいことでいいのか、そういう気持ち

が少しずつ高まってきている。そこへ「草根の根封建おやじ」に代わって、あるいは順番

で当たって、素敵なおばあちゃん、時々おじいちゃんもいますけれども。やる気があって、

ものおじしなくて、これと思ったらアクティブに動いて、仲間を集めて、どんどん進める。

例でいえば立川市大山団地の佐藤良子さん。こういう方が自治会長に就任しますと、まず

自治会みんなでやろうぜ、となる。女性がいっしょにいろいろとやっても男性が出てこな

い。男性はどうしたらいいか。男性はおカネだろう。そこで行政とかけ合って、この地域

の清掃をするから助成金・補助金を出してほしい、事業者に頼むよりは見栄えは良くない

けれどきれいになるならそれでいいでしょう、私たちみんなでやりますよ。 

ちゃんと事業をとってきて、ちょっとしたお小遣いも出る、男性が出てくる。出てきた

ところで集会所で話し合う。子育て、さびしい、わからない、おじいちゃんおばあちゃん

の知恵を活かして助け合いが始まる。そういう方式でどんどん活性化していく。そうして

大山団地は自治会加入率１００％に。 

どうして達成したか。お葬式です。だんだん一人暮らしの人が増えていく。みんな死ん

だあとが心配。大丈夫、自治会でやってあげるから。これを切り札に、移り住んできた人

の歓迎会をやる。役員さんたち同席で、そこまで面倒みますよ、これでころっと落ちます。

そこで入会。会員ですからみんなでやりましょう。そういう形で自治会を活性化していっ

ている。さらに私から推薦させていただけば市民後見人。和久井（良一）さんなんかが頑

張ってくれて、裾野を広げて、どこの自治体でも対応してくれる。団地に住んでいる人は

認知症になっても団地で面倒を見てあげますよ。団地に住む人の心配は、ひとりになる、

認知症になる、死んでほったらかされる。認知症になっても安心できる。こうなれば自治

会は活性化します。 

新しい「地域協議会」 

もうひとつは、自治会がどうしても動かない。そこで新しい組織をつくろう。これも全
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国で広がっています。東北、中国地方、北海道。自治体と別に新しい有志の会をつくり、

ＮＰＯなども動く。そこでいろいろな事業をやっていこう。そこへ行政がおカネを出す、

何に使ってもいいですよという。 

 年間２００万とか、まあ５０万とか。ちょっとしたおカネですけれど、みんなで地域で

やろうというためには何に使ってもいい。これは大きな支えになります。これは東北・北

海道では除雪、そうでなくてもゴミ出し。名前は地域協議会ほかさまざま。そういった新

しい事業組織を作る。なかにはＮＰＯになっている。好きなおじいちゃんがソバ打ちにな

って、作ったら食べにいらっしゃい。食べる人が集まる。食べなくても遊んでいていい。

そういう自治体ＮＰＯをつくったらいい。地域を活性化させる。そのような方法がさらに

進めばいろんな活動があります。移送、外出支援とか食事をくばるとか、そういう活動を

するＮＰＯをつくる。いろんな活動がある、やることはいっぱいある、やらなければいけ

ないことがいっぱいある。社会が求めていること、小さいことから押しあげていく。それ

を政府から仕掛ける、新しい新地域支援事業という要支援者を支えるしくみ、これについ

て新しい制度を提言しております。 

「生活支援コーディネーター」 

資料の５ページ「生活支援コーディネーター」です。こういう仕掛けをつくって活動し

ようと提言して、実施中です。「生活支援コーディネーター」はまず市町レベルでひとり、

これは国からおカネが出ます。それを認定し、その第二層目で地域包括支援センターのレ

ベル、中学校レベルで一人ずつ「生活支援コーディネーター」をおく。これもおカネがで

ます。新しいコーディネーターのもとに協議会をつくる。やる気のある地域の方々で、資

格も人数制限もありません。地域で協議会を作って、コーディネーターを支えて、地域に

働きかけていく。地縁組織、地縁の助け合いを広げましょう、あるいはＮＰＯをつくりま

しょう。子どもからお年寄りまで生活困窮者を含めてしっかり安心して生活できる社会の

仕掛け人をつくる。われわれ推薦しているところです。どうぞ手をあげて、仕掛け人にな

ることもさることながら協議会を支えること。ひとりでは大それたことはできません。み

んなで力を合わさないと地域は動かない。 

ＮＰＯと地縁組織は仲が悪い、ＮＰＯ同士も結構仲が悪い。これを上手にまとめて大き

な力にしていく。そういう役割をする協議会、これが出来ていきます。 

どうぞ、みんなで奮い立って、これらの仕掛けに参加して、新しい助け合い活動を進め

て、みんなが幸せに送れるような、みんなで支

え合う地域社会をと願っております。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

講演を前に談笑する樋口恵子・高齢社会をよくする

女性の会理事長と堀田力・さわやか福祉財団会長 
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